[bookmark: _Hlk81901022]（２）事業所の介護保険指定番号及び管理者等
指定事業者番号（１４８２１０００５２）
管理者氏名　　冨澤　晃
サービス提供区域　鎌倉市内全域

（３）事業所の職員体制
担当するケアマネジャーは、次のとおりです。
サービスのご相談や不満がある場合には何事でもお寄せください。担当する介護支援専門員を事業者側の事情により変更する場合には、あらかじめ利用者と協議をいたします。

[bookmark: _Hlk71192163][bookmark: _Hlk71192235]管理者　主任介護支援専門員　冨澤　晃　  常勤（兼務） 事業所の統括・管理等
　　     主任介護支援専門員　冨澤　晃  　常勤（兼務） 相談・プラン作成・給付管理
同　　　　　　田中聖子　　常勤（専従）　
[bookmark: _Hlk71193597]介護支援専門員　  　岡　　薫　　常勤（専従）
　　　同 　　　  　 樽井彰子　　常勤（兼務）　　　　
　　　　　　　　　 同　　　　　　原田徳江　　非常勤（専従）　　　

（4）営業日及び営業時間
　　　月曜日から金曜日　　9時00分　～　17時00分
· 土曜日・日曜日・祝日、年末年始12月29日～１月3日は休業します。
· 休業日、営業時間外は電話の転送により、24時間　緊急時の連絡対応します。

（5）サービス利用料及び利用者負担
　　　居宅介護支援事業については、法定代理受領の際には利用者の負担はありません。
　　　但し、ケアマネジャーが通常のサービス提供地域を越える地域に訪問や調査・出張する
場合には、公共交通機関を利用した際の実費負担を頂きます。又、自動車を使用した場合の交通費は次の料金をご負担いただきます。
[bookmark: _Hlk71195914]事業所の所在地から片道10㎞未満　1,000円
事業所の所在地から片道10㎞以上　2,000円

３．キャンセルについて
（1） [bookmark: _Hlk97893822]利用者がこの居宅介護支援サービスにかかわる訪問調査、居宅サービス契約の作成等
      のサービス提供をキャンセルし、または中断する場合は、事前に下記の連絡先までご連
 絡ください。サービス事業者等との依頼を取り消す場合も速やかに下記へご連絡ください。　

[bookmark: _Hlk71205034]      連絡先；かまくら在宅生活相談センター
 
     電話；０４６７－３８－１１５８  FAX；０４６７－３８－１１５９

（2） 利用者は、1週間以上の予告期間があれば、契約全体を解約することもできます。      
[bookmark: _Hlk97893175]      
4．相談窓口・苦情対応について
（1） 本センターのサービスに対する相談や苦情については下記の窓口でお受けします。

担当；樽井　彰子　　　連絡先；かまくら在宅生活相談センター
 　　
     電話；０４６７－３８－１１５８  FAX；０４６７－３８－１１５９


（２）その他、次の公的機関においても苦情申し立て等が相談できます。
　・日常生活圏域ごとの地域包括支援センター
　　　鎌倉地域⇒鎌倉市社会福祉協議会　御成町20-21　　　 電話0467-61-2600
　　　　　　　　鎌倉きしろ　　　　　　材木座1-8-6-103　電話0467-40-4434
        鎌倉静養館　　　　　　由比ガ浜4-4-30　　電話0467-23-9110
　　　腰越地域⇒聖テレジア　　　　　　腰越1-2-1　　　　  電話0467-38-1581
　　　　　　　　聖テレジア第2　　　　津602-184　　　　電話0467-38-6612
      深沢地域⇒みどりの園鎌倉　　　　常盤165-8　　 　　電話0467-62-0666
                湘南鎌倉　　　　　　　山崎1202-1　　　　電話0467-41-4013
　　　大船地域⇒きしろ　　　　　　　　台5-2-8-102　　　電話0467-42-7503
                ふれあいの泉　　　　　今泉2-4-10　　　　電話0467-43-5977
　　　玉縄地域⇒ささりんどう鎌倉　　　城廻270-2　　　　 電話0467-42-3702

　・鎌倉市　介護保険苦情・相談窓口　　御成町18-10　　　 電話0467-61-3950

　・神奈川県国民健康保険団体連合介護保険課介護苦情相談係　電話045-329-3447

5．事故発生時の対応について
利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
また、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います

６.　衛生管理等
事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。
1 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね６月に１回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底しています。
2 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。
③従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。

７．　業務継続計画の策定等について
(1) 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する居宅介護支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。
(2) 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実
施します。
(3) 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。

8．虐待防止への取り組み
[bookmark: _Hlk193282437]　利用者及びその家族の尊厳の保持や人格の尊重、人権の尊重の観点から、本法人の高齢者虐待防止のための指針に基づき、虐待の発生やその再発を防止するための委員会等の開催、研修の実施等の担当者を定め取り組みます。

９．身体拘束防止への取り組み
　利用者及びその家族の尊厳の保持や人格の尊重、人権の尊重の観点から、本法人の高齢者の身体拘束等の適正化のための指針に基づき、身体拘束及びその他の行動を制限する行為を防止するための委員会の開催、研修の実施等の担当者を定め取り組みます。


１０．権利擁護に関する措置
　職場におけるハラスメントのための方針の明確化等の必要な措置を講じます。
　※職場とは、事務所及び訪問先を示します。

１１．当法人の概要
　（１）法人の名称　　　　特定非営利活動法人　かまくら在宅生活相談センター
　（２）法人の所在地　　　神奈川県鎌倉市西鎌倉３－１０－７
　（３）電話　　　　　　　0467-38-1158
　（４）代表者氏名　　　　理事長　樽井　彰子
　（５）その他運営事業所　地域密着型通所介護　デイ・西かま
　　　　　　　　　　　　　所在地　神奈川県鎌倉市西鎌倉３－１０－７
　　　　　　　　　　　　　電話　　0467-38-1215　FAX0467-38-1159

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上



サービスの提供開始にあたり、書面により重要事項を説明いたしました。


   　　    年    月     日

                   （本センター）所在地；神奈川県鎌倉市西鎌倉３－１０－７
                                 名  称；かまくら在宅生活相談センター    
                                 説明者；                              印  

    サービスの締結にあたり、上記の重要事項の説明を受け、同意しました。

                    （利用者）   住  所；                                  
                                 氏  名；                            印   
                                 
           （代理人・立会人） 住  所；                               
                                 氏  名；                             印   









　　　居宅介護支援　重要事項説明書


1． サービスの内容と運営の方針
（１）　　かまくら在宅生活相談センター（以下「本センター」という。）は、利用者が自宅に
      おいて日常生活を営むために必要なサービスを適切に利用できるように、利用者の心身
      の状況等をアセスメントによる課題分析を行い、利用するサービスの種類および内容、　担当する事業者を定めた居宅サービス計画を作成し、利用者へ説明後、同意を得て交付をします。又、居宅サービス計画に位置付けされた居宅サービス事業者に居宅サービス計画を交付します。当該計画にもとづいてサービス提供が確保されるように、事業者等との連絡調整・その他の便宜の供与を行います。
（２）　　居宅介護支援にあたっては、利用者の心身の状況、置かれている環境などに応じて、
      利用者の選択にもとづき、適切なサービスが多様な事業者から総合的かつ効率的に提供
      されるよう努力いたします。
（３）　　居宅介護支援にあたっては、利用者の意思および人格を尊重し、常に利用者の立場に
     　立って、提供されるサービスが特定の種類又は特定の事業者に不当に偏ることがなく、
　　　 複数の事業所の情報提供に努めるよう公正中立に行います。また、利用者は、サービス計画書原案に位置付けた事業所の選択理由を求めることが出来ます。
（４）　居宅介護支援にあたっては、要介護状態の軽減もしくは悪化の防止、または要介護状態
　になることの予防に資するよう行うとともに、医療サービスとの連携に充分配慮いたし
ます。尚、入院の際にはご家族より連絡を頂くと伴に、ご家族様より入院先の医療機関へ担当ケアマネジャーの氏名及び連絡先を伝えて頂き、以後は医療機関並びにご家族との連絡に務めます。
（５）　本センターは、居宅サービス計画の作成後においても、毎月もしくは一定の条件のもとオンラインを含めた2カ月ごとの定期的なモニタリング訪問及び利用者やその家族、サービス事業者等との連絡を継続的に行うことにより、居宅サービス計画の実施状況を把握するとともに、利用者の解決すべき課題を把握し、必要に応じて居宅サービス計画の変更、サービス事業者等との連絡調整・その他の便宜の供与を行います。
　　　　尚、終末期の訪問については、「人生最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容に伴い、訪問を行います。
（６）　前項の居宅サービス計画の実施状況、解決すべき課題などについて適切な記録を作成・　
　保管し、利用者に対して継続的に情報提供や説明を行います。
（７）　災害発生時や感染症発生時等には、行政からのガイドラインに基づき、本センターの災
害・感染症対策計画での対応となります。
（８）　利用者の人権擁護・虐待防止のため、法人の高齢者虐待に関する指針に基づき、その対
策を委員会にて検討し、職員への定期的な研修を実施し、虐待防止のために必要な措置を
します。
（９）　サービスを提供するうえで知り得た利用者及びその家族に関する秘密や個人情報を正
当な理由なく、サービス提供上の業務遂行に必要な場合を除き、第三者に漏らすことはあ
りません。
(１０)　居宅介護支援サービスの提供にあたり、その旨を鎌倉市に届け出て、居宅サービス計画に基づく事業所からのサービス提供記録により、給付管理を行います。

2． 本センターの概要
（１）事業所の名称と所在地等
事業所名　かまくら在宅生活相談センター
所在地　神奈川県鎌倉市西鎌倉３－１０－７
電話番号　０４６７－３８－１１５８　／　FAX　０４６７－３８－１１５９

